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○農林水産業は、人間の生存に必要な食料や生活物資などを供給する必要不可欠な活動であるとともに、

戦略の策定と位置づけ

農林水産省生物多様性戦略のポイント農林水産省生物多様性戦略のポイント

農林水産省
生物多様性戦略

農林 産業 、 間 存 要 食料 活物資 を供給す 要 欠 活動 あ 、
多くの生きものにとって、貴重な生息生育環境の提供、特有の生態系の形成・維持など生物多様性に貢献。

○しかし、不適切な農薬・肥料の使用、経済性や効率性を優先した農地・水路の整備、埋め立て等による藻
場・干潟の減少など一部の農林水産業の活動などが生物多様性に負の影響。

○また 担い手の減少などによる農林水産業の活動の停滞に伴い身近に見られた種の減少や鳥獣被害が深刻化
(平成19年７月策定)

○また、担い手の減少などによる農林水産業の活動の停滞に伴い身近に見られた種の減少や鳥獣被害が深刻化。

○これらの負の影響を見直し、生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進するための指針として位
置づけるべく戦略を策定。

これまで これから

①農林水産業の活動が生物多様性に与える負の影響
○田園地域・里地里山の保全

農
林
水

に
基
づ

○不適切な農薬・肥料の使用

○経済性や効率性を優先した農地・水路の整備や埋め立
て等による藻場・干潟の減少

①農林水産業の活動が生物多様性に与える負の影響
○田園地域 里地里山の保全

・生物多様性に配慮した生産基盤整備
(環境との調和に配慮した水路) 等

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進
(冬期湛水による生物多様性保全) 等

水
産
省
生
物

づ
く
施
策
の ○森林の保全

(環境との調和に配慮した水路) 等

・野生鳥獣被害対策(鳥獣の隠れ場所となる農地
に接する藪などを刈り払い) 等

物
多
様
性
戦
略

の
推
進〔沿岸の埋め立て〕

・間伐等適切な森林の整備・保全
・優れた自然環境を有する森林の保全・管理 等

〔三面張りの水路〕

②担い手の減少による農林水産業の活動の停滞

○森林 保

○里海・海洋の保全
・藻場・干潟の保全

様 海 資略

○種の減少
○鳥獣被害の深刻化

②担い手の減少による農林水産業の活動の停滞
(耕作放棄地の増加等)に伴う生物多様性に与える
負の影響

○農林水産分野における地球環境保全への貢献

○森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

○遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

・生物多様性に配慮した海洋生物資源の
保存・管理 等

〔田んぼに集う生きもの〕

○第３次生物多様性国家戦略へ全て反映。

○平成２２年(2010年)に我が国(愛知県名古屋市)で開催の第１０回締約国会議において、本戦略に基づく農林水産省の取組を積極的にＰＲ。

○農林水産分野における地球環境保全への貢献

○農林水産業の生物多様性指標の開発
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生物多様性保全をより重視した農業生産の推進

農業環境規範の普及・定 農業者が最低限取り組むべき規範(農業環境規範)を策定し 各種支援策を実施

○ 環境保全型農業推進施策の概要

農業環境規範の普及・定
着

農業者が最低限取り組むべき規範(農業環境規範)を策定し、各種支援策を実施

する際の要件とするなど、その普及・定着を推進。

た 肥等 る土づくりと化学肥料 化学合成農薬 使 低減 体的 り組

エコファーマーの認定

たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組
む農業者（エコファーマー）の認定を促進。

【エコファーマー認定件数：１８５，８０７件（Ｈ20年度末）】

先進的な営農活動への

農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的に、化学肥料や化学合成農

薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な
先進的な営農活動への
支援

営農活動等に対する支援

【農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金：組織数 ２，５７７（

H20.11とりまとめ数）】

有機農業の推進

有機農業推進法に基づき、生物多様性の保全等に資する有機農業を推進。

【有機農業総合支援対策 全国４５地区でのモデルタウンの育成、３７都道府県で有機農業の推進 【有機農業総合支援対策 全国４５地区でのモデルタウンの育成、３７都道府県で

の有機農業推進計画策定（Ｈ２０年度末）】

2

具体的な取組：有機農業総合支援対策

全国段階

参入促進
普及啓発

・インターネットを活用した研修先等の情報の提供
・有機農業施策説明会やメディアを 活用した周知活動
・有機農業技術の実証試験

地域段階

技術の習得 販路の確保技術の習得 販路の確保
消費者との交流

有機農業（オーガニック）
モデルタウンの育成

・有機農業技術支援
センターの整備

・技術指導
・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活動
･消費者との交流ｲﾍﾞﾝﾄ

モデルタウンの育成

・技術実証ほ設置

・有機種苗供給・土壌診断
（有機農業技術支援

経営基盤の安定
（有機農業技術支援
センター）

有機農業の円滑な推進

・全国、地方ブロック段階における協議会の開催
・全国の行政や農業団体の職員を対象とした研修の実施

有機農業の円滑な推進
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農業生産工程管理手法(Good Agricultural Practice)の推進

ＧＡＰの概念

(2)実践
（Do）

(1)計画
（Plan）

(4)見直し・改善
（A ti ）

(3)点検・評価
（Ch k）

繰り返し
が重要

（Action） （Check）

全国のＧＡＰ導入産地

農林水産省では 環境保全産 自 が農 産 全

1 138

1500

2000

農林水産省では、環境保全
など、生産者が取り組む基
礎的な事項についてまとめ
た基礎GAPを公表

GAPとは、生産者自らが農業生産工程の全

体を見通して、食品安全や環境保全などの
観点から注意すべき事項を定め、これに
沿って農作業を実施・記録し、検査を行っ

農作業 改善 結び く 法

（農林水産省調べ）

439

1,138

500

1000
（野菜、果樹、米、麦、大豆、

花、茶、きのこ）

て農作業の改善に結びつけていく手法

0

Ｈ１９ Ｈ２０
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農業生産工程管理手法(Good Agricultural Practice)の推進

○ 食の安全・安心確保交付金

GAP導入に向けた取組に対する支援措置

都道府県の産地段階におけるGAP導入の推進体制の整備・強化、産地の実態に

応じたGAP導入の支援

○先進的総合生産工程管理体制構築事業
農薬の適正保管

農薬のドリフト対策

・ 産地段階における生産から加工又は流通までの一貫した先進的な生産工程管理を行う

モデル的な取組を支援

・ ＧＡＰの点検項目、取組内容等に関するデータベース作成

平成２３年度までにおおむね全ての主要な産地（２，０００産地）においてＧＡＰを導入
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生物多様性を重視した土作り、施肥

土づくりの推進

たい肥など有機質資材の供給

家畜排せつ物の利活用の推進 土づくりの推進家畜排せつ物の利活用の推進

○ 耕畜連携の強化、耕種農家のニーズに即したたい肥づく

りの計画を策定中（36都道府県）

○ 農業者が環境保全に向け最低限取り

組むべき規範を定め、これを実践する

○ たい肥の肥効調整やペレット化など高機能なたい肥生産 者に各種支援（農業環境規範）

○ 有機物供給施設の整備

○ エコファ マ の認定促進

合理的な施肥の推進

○ 都道府県が策定する施肥基準についてペレット化

○ エコファーマーの認定促進

○ 都道府県が策定する施肥基準について、

たい肥に含まれる肥料成分を勘案するな

ど、環境に配慮したものに改訂

○ 土壌診断 実施

ペレット化

食品循環資源の利活用の推進

○ 土壌診断の実施
○ 食品関連事業者の循環型農業への参画促進

・ 再生利用事業計画認定制度
（H20 11現在 ８事業者認定）

・ 優良な食品リサイクルの取組等に対する民間認証
（H20～）

（H20.11現在 ８事業者認定）
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事例 コウノトリの舞農産物（兵庫県）

○ お米：節減対象農薬･化学肥料が県慣行の１／2以下○ お米：節減対象農薬･化学肥料が県慣行の１／2以下

＋ 生き物を育む栽培技術の導入
（中干延期、冬期湛水 など）

○ 野菜：環境に配慮した適正施肥

○ そば：節減対象農薬・化学肥料不使用

○ 小麦・大豆：節減対象農薬・化学肥料が県慣行の1／2以下

1類：節減対象農薬・化学肥料不使用 ２類：１類以外

＋

■ ひょうご安心ブランド（兵庫県）

□ 節減対象農薬 化学肥料の使用を低減□ 節減対象農薬・化学肥料の使用を低減

□ 残留農薬が国基準の１／１０以下 7



総合防除(Integrated Pest Management)の推進

総合的病害虫・雑草管理(IPM)とは

病害虫の発生予察情報等に基づき 様々な防除技術を適切に組み合わせ 環境負荷を低

【判断】
防除要否及びタイミングの判断

病害虫の発生予察情報等に基づき、様々な防除技術を適切に組み合わせ、環境負荷を低
減しつつ病害虫の発生を経済的被害が生じるレベル以下に抑制する防除の手法

防除要否及びタイミングの判断

・発生予察情報の活用

・圃場状況の観察 他

病害虫等の発生状況が経
済的被害を生ずると判断

【防除】【予防】 【防除】

多様な手法による防除

・生物的防除（天敵等）

【予防】

病害虫・雑草の発生しにくい環境の整備

・耕種的対策の実施（作期移動、排水対策等）

・物理的防除（粘着版等）

・化学的防除（化学農薬）

・輪作体系の導入、抵抗性品種の導入

・種子消毒の実施

・フェロモン剤を活用した予防

・経済的に受け入れ可能なコストで、消費者に信頼される農作物の生産ができる
生産者の
メリット

・人の健康に対するリスクと環境への負荷が軽減消費者の
メリット
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田園地域・里地里山の保全（鳥獣被害対策の推進）

【鳥獣被害の現状】

○ 野生鳥獣による農林水産業被害は全国で約200億円。獣類による被害については、イノシシ、シカ、サルによる被害が約９割。○ 野生鳥獣による農林水産業被害は全国で約200億円。獣類による被害については、イノシシ、シカ、サルによる被害が約９割。

（シカ等による森林被害、トド・カワウ等による水産被害、クマによる人身被害も深刻化。）

○ 鳥獣被害は、収穫時に被害を受けることによる営農意欲の減退等、農山漁村の暮らしに深刻な影響。

○ 野生鳥獣による農林水産業被害対策は、「個体数調整（捕獲）」、「被害防除（防御）」、「生息環境管理」を総合的に実施することが重要。

これまでの対策 今後の取組方向課題

鳥獣保護法により、都
道府県が作成する計画に
基づいて被害対策を実施

被害の現状を一番よく把握

している市町村が主体的に対策
に取り組める仕組みが必要

被害防止計画を作成した市町村に対する支援措置を講じ
ること等を内容とする鳥獣被害防止特措法（H20年2月
21日施行）に基づき、被害対策の基本指針を策定

全
体基づいて被害対策を実施

鳥獣被害対策予算を大幅に充実・強化し、市町村の計画
に基づく取組を強力に支援（H21年度予算額 32億円)

市町村が地元猟友会に委

鳥獣被害対策として計上されて
いる予算は、H19は1.9億円

（鳥獣被害対策関連予算（19年度））
鳥獣被害防止対策事業 1.9億円
強い農業づくり交付金 341億円の内数

体

個
体 市町村が負担する鳥獣被害対策費に関する特別交付

補助事業により、防護
柵の設置等を支援

鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村における鳥獣
被害対策実施隊の設置を推進

※被害対策実施隊の捕獲隊員には、狩猟税軽減等の措置がある

狩猟者の減少、高齢化により、
地元猟友会への委託だけでは捕
獲が進まない地域が存在

市町村 地元猟友会 委
託して、鳥獣の捕獲を実施

Ｈ元 H17

狩猟者数 28.8万人 20.6万人

60歳以上割合 18 3% 50 0%

強 農業 くり交付金 億円の内数
農山漁村活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援交付金 341億円の内数
森林づくり交付金 33億円の内数 など

体
数
調
整
（
捕
獲
）

税措置の交付率（現行５割）を８割に拡充

鳥獣被害防止特措法に基づき、市
町村による被害防止計画の作成を

補助事業により、安全で効果的な箱
ワナの導入や、肉の活用を促進する
ための処理加工施設の整備等を支援

獲が進まない地域が存在

被害の拡大に伴い、緊急的
な個体数調整が必要

対症療法的に各地域が個別

多くの場合、各地域におい
て個別に防護柵を設置

60歳以上割合 18.3% 50.0%

被害を軽減する技術の開発

）

被
害
防
除 町村による被害防止計画の作成を

推進（H21年5月末現在 728市

町村が計画作成済）

防護柵設置等のハード面の対策
に加えてソフト面の対策も重要

対症療法的に各地域が個別
に防護柵を整備しても、効
果が上がらない

被害を軽減する技術の開発

イノシシの生態に
あわせた低コスト
侵入防止柵

補助事業による犬を活用した追
い払い活動等の支援、効果的な

除(

防
御)

生

居住地周辺の里地里山の整備活動
や、野生鳥獣の生息環境にも配慮し
た森林の整備・保全活動等を推進

引き続き、野生鳥獣の生息環境にも配慮した広
葉樹林の育成活動、緩衝帯の設置等を推進

に加えてソフト面の対策も重要

農山村の過疎化、積雪量
の減少等に伴い、野生鳥獣
の生息分布域が拡大

被害防除技術開発等を推進
生
息
環
境
管
理
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生物多様性に配慮した農業農村整備事業

農村環境保全整備推進モデル事業

■ラムサール条約等の国際条約や景観法等の法律に基づき指定された■ラムサ ル条約等の国際条約や景観法等の法律に基づき指定された
環境を保全・形成すべき重要な地域において、自然環境や農村景観の
維持向上のための調査等への支援、保全に必要な基盤整備等を実施

水田環境向上基盤整備支援事業

■生態系に配慮した水田整備を実施した地区において、生態系
配慮施設の順応的管理を実施

魚巣ブロック内の詰石を改良

場所に深く
適合したデザイン

場所に深く
適合したデザイン

生態系と景観が調和した農業農村整備技術開発事業
適合したデザイン適合したデザイン

環境への影響を
踏まえたデザイン
環境への影響を

踏まえたデザイン

自然と協調
したデザイン
自然と協調

したデザイン

■景観・生態系に総合的に配慮した農業農村整備手法の調査・検
討、現地実証、ガイドライン作成

誰もが
デザイナー
誰もが

デザイナー
自然を視覚化
するデザイン
自然を視覚化
するデザイン

エコロジカル・デザイン
５つの原則

10

生息環境向上技術調査（Ｈ１８ ）

希少な野生生物など自然とふれあえる空間づくり
（2008年9月25日 佐渡市で試験放鳥）

餌 生 物 の 生 息 環 境 の 現 状 を 把 握

生息環境向上技術調査（Ｈ１８～）

生息域全域の水田､江､水路･河川､あぜ･土手を対象
に生物調査を実施し、餌生物の生息環境を分析

生息地 (40集落)の水田や周辺状況に関する情報をデータベース
化し餌生物の生息可能量を推定

餌生物の生息環境再生計画を検討・提案

水生生物
の生息場・
繁殖場とし
て「江」を

不耕起栽培と
「ふゆみず田
んぼ」で冬季
の生息環境を

ドジョウなど
が遡上する
際に利用す
る「水田魚て「江」を

新設・拡幅
の生息環境を
確保

る「水田魚
道」を設置

11



森林・林業と生物多様性

森林・林業の現状

我が国の森林の状況我が国の森林の状況

○我が国は国土の３分の２を森林が占め、多様な生物が生息・生育する緑豊かな森林国
○戦後、荒廃した国土の緑化により森林の４割の人工林を造成

林業の現状とその影響

○戦後、荒廃した国 の緑化により森林の 割の人 林を造成
○我が国の森林資源は、ここ30年で人工林を中心に蓄積は約２倍に充実

○森林を守り育てる林業は、長期的な木材価格の低迷等により厳しい状況
○間伐等の手入れが遅れている森林が見られ、生物多様性保全等の公益的機能の発揮に支障をきたす恐れ

林業の現状とその影響

○国際的な木材需給の逼迫等による国産材の需要量増加など、国産材をめぐる状況は好転のきざし

森林に対する国民ニ ズの多様化森林に対する国民ニーズの多様化

○地球温暖化の防止、山地災害の防止、生物多様性や景観の保全、環境教育の場としての利用や花粉の発
生抑制等、森林に対するニーズが多様化

12

森林・林業と生物多様性

今後の取組方向

○ 間伐の適切な実施

○ 広葉樹林化、針広混交林化、長伐期化による多様な森林づくり

○ 森林病害虫対策 野生鳥獣被害対策○ 森林病害虫対策、野生鳥獣被害対策

○ 新規就業者の確保

○ 企業やNPOによる森林整備、保全活動の推進

○ 教育、環境分野との連携による普及啓発活動

○ 生産、流通コスト低減、製品の安定供給体制整備

産 拡 普 啓○ 国産材利用拡大の普及啓発活動

○ 国有林野の保全・管理の推進

等々等々

美しい森林（もり）づくり推進国民運動

13

森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進方策



対 策課 題目的

里海・海洋の保全

対 策

●藻場・干潟の造成及び機能の維持・回復に資する活動
の促進

課 題

（１）藻場・干潟等の保全の推
進

目的

漁
場
環
境

持
続

●生育環境の維持管理活動の推進

●モニタリングによる影響の把握
●漁港周辺水域の水質保全及び環境配慮

進

（２）生物多様性に配慮した漁
港漁場の整備の推進

境
、
生
物
多

続
的
な
漁
業

●我が国のリーダーシップを発揮しつつ、科学的根拠に
基づく資源の持続的な利用を実現するための取組を強化

（３）生物多様性に配慮した
海洋生物資源の保存・管理
の推進多

様
性
を

業
生
産
を

●環境・生態系と調和した増殖の推進
●持続的な養殖生産の推進

の推進

（４）生物多様性に配慮した
増殖と持続的な養殖生産及を

維
持
し
、

行
う
こ
と

持続 な養殖 産 推進
●内水面の生物多様性を保全する取組みの推進

●希少水生生物の保全による生物多様性の保全

増殖と持続的な養殖生産及
び内水面の保全の推進

（５）希少生物の保護・管理をと
●希少水生生物の保全による生物多様性の保全

大型ク ゲ ド ビ カ ウ等 野生生物

（ ）希少 物 保護 管理を
踏まえた生物多様性保全の
推進

（６）野生生物による漁業被 ●大型クラゲ、トド、ナルトビ、エイ、カワウ等の野生生物
による漁業被害の防止・軽減

（６）野生生物による漁業被
害防止対策の推進
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現 状 要 因

藻場・干潟の保全の推進

藻場・干潟の公益的機能

・ 漁業生産
・ 水質浄化、CO2の固定
・ 浸食抑制による海岸保全 ○ 地球温暖化等の環境変化による食害生物（ウニ アイ・ 浸食抑制による海岸保全
・ 親水性や環境学習の場

藻場・干潟の減少

○ 地球温暖化等の環境変化による食害生物（ウニ、アイ
ゴ等）の増加とこれを除去するために必要な活動量の
増加

○ 漁業者の減少・高齢化による保全活動の担い手の○ 漁業者の減少 高齢化による保全活動の担い手の
減少、弱体化とそれに伴う活動量の減少

就業者数：27.8万人（H9）⇒20.4万人（H19）

65歳以上の割合：27%（H9）⇒37%（H19）

Ｈ１９以降は推定値
１２．５万ha

１４．５万ha

Ｈ１９以降は推定値
１２．５万ha

１４．５万ha

藻場・干潟を生息場所等とする主要な

65歳以上の割合：27%（H9）⇒37%（H19）

○ 保全活動量の増加に伴う費用負担増

藻場・干潟を生息場所等とする主要な
水産動植物の漁獲量の減少

放置

単位：千トン

2,000 

800

1,000 

放置

○ 水質浄化等の公益的機能の低下に伴う国民負担増1,000 

1,500 

400 

600 

800 

○ 水産資源の減少による水産物の安定供給への支障
0 

500 

0 

200 

S62 63  H元 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

藻場・干潟に依存するもの（全生活史） 藻場・干潟に依存するもの（一部生活史） 沿岸漁業

（右軸）
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藻場・干潟の保全の推進

○ 現存する藻場・干潟等について漁業者等による保全活
動を支援

今後の施策の展開方向

○ 藻場・干潟で既に消失・機能低下したものについ
ての基盤整備

現在実施している施策

ての基盤整備

公共事業により 5,000ha 造成等

藻場：１２．５万haの維持・回復
干潟：４．８万haにおける機能の維持・回復目 標

（Ｈ19～Ｈ23）

干潟造成藻場造成

アマモの移植 母藻の投入

自然石やコンクリートブロ 砂の投入により人工的に
モニタリング

自然石やコンクリ トブ
ック等の着底基質の設置
による藻場の造成

砂の投入により人工的に
干潟の造成

干潟の耕うん 保護礁の設置 16

漁場保全の森づくり事業

森・川・海を通じた生物多様性保全の推進

漁場環境が悪化している閉鎖的な湾、入江等の後背地の森林・河川流域・海岸等において、栄養塩類
の供給、濁水の緩和等に効果的な森づくりを実施 【４６都道府県で実施】

山腹工：土壌浸食を防止
間伐

渓畔林等の整備・保全

水源の涵養

渓畔林等の整備 保全

広葉樹林造成、間伐等

栄養物質の供給
（腐植土等）

荒廃した森林等の整備・保
全（植栽工や山腹工等）

流量の安定

汽水域の形成

藻場の保全

栄養塩類の供給

干潟域・アマモ場の保全

濁水の緩和

17



遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進

遺伝資源の利用
食料：超多収作物で生産コスト削減

病害虫に強い作物で農薬を不要に

環境：汚染土壌、空気を作物で浄化
○ 有用遺伝子の特定と機能の解明

○ 遺伝子機能を有効に活用するための技術開発

エネルギー：バイオマス作物でエネルギーを生産

物質・医薬品：高機能繊維や医薬品の開発

○ 遺伝子機能を有効に活用するための技術開発

○ 先端技術を活用した革新的作物開発

○ 国民との対話の推進

遺伝資源の保存と提供

ジーンバンク事業(s60～） (独立行政法人農業生物資源研究所等が運営) 遺伝資源の国際的取組

「 ジ 植
国内外の農業生物、林産生物、水産生 ○ジーンバンクにおける保存内容

「アジアにおける植
物遺伝資源の保全と
持続的利用の強化の
ための能力開発と地
域協力 を実施

物の遺伝資源を収集・保存し、新しい品
種の育成などの研究に提供

○ジーンバンク事業の流れ
作物の品種

植 物

作物 家畜の病原

微生物

家畜、カイコの

動 物

○ジ ン ンクにおける保存内容

域協力」を実施
(H20～）

ユーザー
種苗会社
大学研究者
都道府県研
究機関

探索・収集

ｼﾞｰﾝﾊﾞﾝｸ

保 存

遺伝資源
配布

約２４２，０００点

作物の品種
野生種

種子・栄養体

約２５，０００点

作物・家畜の病原
食品微生物

約１，０００点

家畜、カイコの
凍結精子
凍結胚

林木 約33，000点
食品・農薬
メーカー特性評価 来歴・特性

情報
ＤＮＡ ｃＤＮＡ、ＢＡＣ、ＹＡＣ

（イネ、ブタ、カイコ） 約２77，０００点

林木 約 ， 点

水産生物 約800点
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安全性評価の枠組み

遺伝子組換え農作物等の規制による生物多様性の確保

安全性評価の枠組み

作 物

承認種類数

般的な使用 隔離ほ場

段階的な安全性評価の実施 安全性評価の項目

実験室、温室等での試験（国外、国内）

遺伝子組換え農作物の承認状況

○野生動植物への影響として

栽培可

ｱ ﾙ ﾌ ｧ ﾙ ﾌ ｧ 3 3 0

作　物 一般的な使用 隔離ほ場
試験栽培

のみ

隔離ほ場試験の承認申請

○野生動植物 の影響として

組み込まれた遺伝子が野生

植物の間に広まらないこと

イ ネ 0 0 17

ｶ ｰ ﾈ ｰ ｼ ｮ ﾝ 5 5 1

ｾ ｲ ﾖ ｳ ﾅ ﾀ ﾈ 10 8 0
隔離ほ場での栽培試験

隔離ほ場試験の承認申請

承認
学

識

経

意

見

当該農作物の非組換え体と

比べて、雑草化して他の野生

植物に与える影響が大きくな
ダ イ ズ 5 2 5

テ ン サイ 1 1 0

ﾄ ｳ ﾓ ﾛ ｺ ｼ 35 33 4

隔離ほ場での栽培試験 経

験

者

の

見

聴

取

植物 与える影響 大きくな

いこと

当該農作物の非組換え体と

比べて 有害な物質を生産す
バ ラ 2 2 0

ﾍﾞﾝﾄｸﾞ ﾗｽ 0 0 1

ワ タ 13 0 3

一般的な使用のための承認申請

承認

の比べて、有害な物質を生産す

る可能性が大きくないこと

を評価 ワ タ

合　計 74 54 31食用、飼料用、栽培等の使用
を評価

19平成20年12月現在。法の経過措置による
みなし承認を含まない



世界の森林をめぐる現況

海外林業協力を通じた地球環境保全への貢献

世界の森林の減少・劣化が進行

世界の森林をめぐる現況

■ 世界の森林面積は約39億5千万ha、陸地面積の約30%
■ 2000(H12)年から2005(H17)年まで年平均730万haの減少

(日本の国土面積の約5分の１)
■ ブラジル、インドネシア、アフリカ・コンゴ川流域などで減少が顕著

直接的な原因直接的な原因 根本的な原因根本的な原因

■ 農地への転用
■ 過放牧
■ 過剰な伐採
■ 森林火災など

根本的な原因根本的な原因

◆ 貧困問題

◆ 人口増加

◆ 森林法制度の未整備など

地球環境の保全上、大きな問題

■ 森林火災など ◆ 森林法制度の未整備など

■ 二酸化炭素濃度の上昇

■ 野生生物の減少■ 野生生物の減少

■ 砂漠化の進行など
20

我が国の取組

海外林業協力を通じた地球環境保全への貢献

二国間協力の推進

我が国の取組

ＪＩＣＡを通じた支援（技術協力プロジェクト、
開発調査、無償・有償資金協力等）

多国間協力の推進
ＦＡＯ、ＩＴＴＯ等を通じた支援

国際対話の推進
国連 Ｇ８ アジア森林パートナーシップ モン

＜天然林回復のための苗畑＞
（ベトナム JICA技術協力）

国連、Ｇ８、アジア森林パ トナ シップ、モン
トリオール・プロセス、地球温暖化防止・生物多
様性保全に向けた議論への参画、貢献

ＮＧＯ等に対する支援、技術開発
民間の行う植林活動の支援、我が国の知見を活用
した技術開発 基礎調査等した技術開発、基礎調査等

＜復元されたマングローブ林＞
（インドネシア JICA技術協力）

21



東南アジア地域における持続的水産業の推進

東南アジア地域の現状

① 複数の国にまたがって多数の魚種が回遊

② 多くが零細漁業者で、資源を過剰に利用する傾向

③ 漁獲後の取り扱いが悪く、有効利用できていない

④ 過剰な環境保護意識より 当な規制がかけられる恐れ④ 過剰な環境保護意識より、不当な規制がかけられる恐れ

取るべき方策

① 地域全体で連携した一体的な資源管理の実施

② 新漁場の開発 科学的根拠に基づく持続的な利用の推進② 新漁場の開発、科学的根拠に基づく持続的な利用の推進

③ 漁獲物の流通方法の改善

④ 連携した立場の強化及び環境保護の取組みのPR強化④ 連携した立場の強化及び環境保護の取組みの 強化
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東南アジア地域における持続的水産業の推進

東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）を通じた、東南アジア地域における持続的な
水産業を目指す取組みを支援

（東南 ジ 地域水産資源持続的利 推進事業）
水産業を目指す取組みを支援

（東南アジア地域水産資源持続的利用推進事業）

回遊性魚種に関する調査 資源評価及 流通段階 安全性向 を る技術 修等回遊性魚種に関する調査、資源評価及
びこれらに基づく管理措置の提言

流通段階の安全性向上を図る技術研修等
の実施

新漁場・漁法、未利用資源に関する調査等の
実施

国際漁業問題への対応能力強化のため

セミナー等の実施実施

国際機関との連携 （FAO（国際連合食料農業機関）、
CITES(ワシントン条約)等）

適切な水産資源の持続的利用を実現し、多様性の保全を図る
23



農林水産業の生物多様性指標の開発

生物多様性の状況を表す指標を開発生物多様性の状況を表す指標を開発

農業分野 水産分野

底生微細藻類

土着天敵など有用な生物

底生微細藻類

バクテリア

ベントス（貝類、底魚、
ゴカイ類、線虫類等）土着天敵など有用な生物 カイ類、線虫類等）

葉上生物等

森林分野

徘徊性昆虫 飛翔性昆虫 植生 河川や陸上からの流入物 死骸などの徘徊性昆虫 飛翔性昆虫 植生 河川や陸上からの流入物、死骸などの

有機物をバクテリアやベントスが分解

24

農林水産省における生物多様性保全の取組

農林水産省生物多様性戦略の着実な推進農林水産省生物多様性戦略の着実な推進

○ 生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進○ 生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進

○ ２０１０年に名古屋市で開催される生物多様性条約COP10で○ ２０１０年に名古屋市で開催される生物多様性条約COP10で
世界へ発信
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森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進方策について

（概要）

１ 趣旨

平成 （ ）年は、国連が定める「国際生物多様性年」であり、我22 2010

が国で生物多様性条約第 回締約国会議（ ）が開催される節目の10 COP10

年である。このことも踏まえ、我が国の豊かな生物多様性の宝庫である森

林生態系を健全な形で将来に残していくため、外部有識者（※）からなる

「森林における生物多様性保全の推進方策検討会」を設置し、森林・林業

関係者等の生物多様性の保全に対する理解を深めるとともに、今後の望ま

しい森林・林業施策の方向性に係る提言をとりまとめるものである。

２ 背景・課題

○ 森林、農地、湿地、河川等の様々な生態系は、植物、動物、微生物、

土壌、水等の多様な構成要素が、人間の継続的な営みによる働きかけを

含め、様々なつながりを形成することによって成り立っており、人間の

営みが持続可能な形で行われる限りにおいて、これら生態系は全体とし

、 、 、て安定した地域固有の自然環境を形成し 気候の安定化 洪水等の調節

、 、有用な資源の供給 野生生物の生息・生育環境の確保等に寄与する一方

このような生物多様性が失われることは、社会経済システムの維持のみ

ならず人類の存続に対する脅威となるもの。

○ 世界の陸地面積の約３割を占める森林は、陸上の生物種の約８割がそ

の生息・生育を依存するなど、森林生態系は野生生物の生息・生育の場

や種・遺伝子の保管庫として、生物多様性の保全にとって最も重要な位

置を占めるもの。

、 、○ 一方 国際的には熱帯林の減少・劣化が依然として進行するとともに

我が国においても人工林の管理放棄を含む里山林の放置、天然林の質的

、 、低下等がみられるほか 生物多様性の損失を今後さらに招く要因として

かつて薪炭材生産を主体として維持管理されてきた広葉樹二次林の放置

に伴う植生遷移の進行や、シカの個体数の増加に起因する下層植生の消



滅等の森林生態系の生産力・再生力の減退が特に懸念されるところ。

○ さらに、地球温暖化の進行は、生物種や生態系が適応できるスピード

を超え、多くの種の絶滅を含む甚大な影響を与えるものと予測されてお

り、生物多様性の保全及び持続可能な利用については、地球温暖化の防

止・適応策と等しく重要な問題として一体的に取り組んでいくことが不

可欠。

３．森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた基本的方向

○ 我が国は国土の３分の２を森林が占めるなど、他の先進国や主要林業

国と比較して極めて高い森林率を維持しており、森林そのものが国土の

生態系ネットワークの根幹としての役割を担い、我が国の豊かな生物多

様性を維持。

○ すべての野生生物種は地域固有の様々な自然環境に適応することによ

って生存を維持しているものであり、原生的な自然環境を必要とする動

植物のほか 人為による攪乱 伐採 バイオマス利用 や自然の攪乱 噴、 （ 、 ） （

火、火災、風倒、枯死等）によって形成される二次的な環境下に適応し

て生息・生育する動植物が存在するため、森林管理としては、時間軸を

通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の面的広がりにおい

て、その土地固有の自然条件、立地条件下に適した様々な植生のタイプ

が存在し、地域の生物相の維持に必要な様々な遷移段階の森林がバラン

スよく配置されることが重要。

○ この際、生物の多様性が科学的に解明されていない要素が多くあるこ

とを十分認識した上で、不確実性を減らすための調査研究に取り組むと

ともに、当初の予測どおりとならない事態も起こり得ることを、あらか

じめ管理システムに組み込み、常にモニタリングを行いながらその結果

に合わせて対応を変える順応的管理の考え方が重要

○ このため、森林資源の保続培養を図るために必要な森林施業の規範を

示す森林計画制度は生物多様性の保全及び持続可能な利用の観点から十

分評価されるものであり、制度の的確な運用を通じ、規制的な措置とと

もに、森林生態系の生産力の範囲内で持続的な林業活動を促す奨励的な



措置を講じることによって、様々な林齢からなる多様な森林生態系を保

全することが生物多様性の確保に寄与。

４．森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた具体的対策

（１）制度面での対応

森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方を基本とすること

が重要であり、流域を単位として、地域の実情に応じ、①生物多様性の評

価軸となる森林植生の変化等に関連する指標群を設定し、森林生態系のモ

ニタリングにより個々の指標ごとの現状を客観的に捉えることにより地域

全体の森林の植生構造の変化等を把握し、②そのような科学的・客観的な

分析を通じ、それぞれの流域において生物多様性の保全及び持続可能な利

用を図る上での政策課題や重点的に取り組むべき施策を関係者の合意によ

り明らかにし、③それを次の地域森林計画等の策定に反映させていくとい

う、森林計画策定プロセスの一層の透明化を図っていくことが重要。

（２）事業活動での対応

生態系、種、遺伝子というそれぞれのレベルにおいて生物多様性の確保

が図られるよう、森林の適切な整備・保全、里山林の持続的な利用による

更新・再生、緑の回廊の設定等による森林生態系のネットワークの形成、

シカ等の野生動物による被害の防止、絶滅のおそれがある希少な種の生息

・生育区域や地域的に隔離された生態系の保全、林木遺伝資源保存林等の

生息域内保存及び生物多様性に係る専門家の育成と国民への普及啓発等を

総合的に推進するとともに、森林吸収源対策等の地球温暖化防止対策と生

物多様性の保全及び持続可能な利用を一体的な課題として取り組むことが

重要。

さらに、平成 （ ）年の「国際生物多様性年」から翌 年の「国22 2010 23

際森林年」にかけて、 等の活動に対する支援や企業活動等との連携NPO

も含め、官民一体となって、切れ目のない運動を展開し、我が国の森林・

林業の果たしている役割や重要性を国内外に積極的にアピールすることが

必要。



（※）森林における生物多様性保全の推進方策検討会委員名簿

［五十音順・敬称略］

○秋庭悦子 特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東京ネット理事

○有馬孝禮 宮崎県木材利用技術センター所長（座長）

○合瀬宏毅 日本放送協会解説委員

○清野嘉之 独立行政法人森林総合研究所温暖化対応推進拠点長

○楠部和弘 日本林業同友会理事

○高松健比古 財団法人日本野鳥の会監事

○田中惣次 全国林業研究グループ連絡協議会会長

○横山隆一 財団法人日本自然保護協会常勤理事

○鷲谷いづみ 国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授
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